
令和８年度 

川越市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に対する補助金交付制度 

ご利用の手引き 

※令和８年４月１日から、申請方法が「事後申請の１回のみ」に変更となりま

した。 

※受け付けは先着順で、第 1期・第 2期ともに、補助金が予算額に達した時点で終了

します。各期の予算残額は川越市ホームページに掲載しています。 

川越市では、飼い主のいない猫の無秩序な繁殖の抑制を図り、地域の良好な生活環境

の整備や動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図るため、飼い主のいない猫の

不妊・去勢手術に要する経費について、その手術費用の一部を補助する事業を実施し

ます。 

１補助対象 

○対象となる猫 

市内に生息する猫で、飼い主がいないことが明らかである猫（＊飼い猫は対象外です）

当該猫のうち、協力動物病院で不妊・去勢手術（併せて片耳にＶ字カット）を受ける

猫 

○申請できる方 

 川越市に住民登録がある方 

２補助金の額 

○不妊手術（メス）     １匹につき ７，０００円 

○去勢手術（オス）     １匹につき ４，０００円 

＊上記を限度額とし、手術費用が限度額に満たないときは、手術費用を限度とします。 

３申請期間 

第１期：令和８年４月１日（水）～令和８年９月３０日（水） 

第２期：令和８年１０月１日（木）～令和９年３月３１日（水） 

４手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

①事前相談  

本事業の説明のほか、猫の飼育等に係る相談もお受けいたします。 

まずは、保健所にご相談ください。 

②手術実施  

 ＊＊注意＊＊ 

⚫ 猫の健康状態によっては手術ができない場合がありますので、手術前に、必ず協

力動物病院に相談してください。 

⚫ 手術は、協力動物病院で行い、片方の耳端にＶ字カットを受けてください。 

⚫ 申請には手術前後の写真が必要になります。写真は、猫の柄などの特徴と耳のＶ

字カットの有無が明確にわかるものをご用意ください。 

③交付申請  

次の書類を手術完了後 90日以内に保健所に提出してください。 

（ただし、当該年度の３月３１日を越えることはできません。） 

◆ 川越市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に対する補助金交付申請書（様式第１

号）＊申請の際には、住所が確認できるもの（免許証・保険証等）をお持ちくだ

さい。 

交付決定通知 

①事前相談 

相談受付 

②手術実施 ③交付申請 

書類審査 

④補助金受領 

※手術完了後90日以内に申請 

申請者 

川越市 

不交付決定通知 



◆ 調査票（様式第２号） 

◆ 手術に要した費用に係る領収書の写し（申請者名、手術実施日、動物病院名、獣

医師名及び不妊・去勢手術の金額（不妊・去勢手術のみの金額が判別できるもの）

が記載されているもの） 

◆ 耳端にV字カットを実施したことを証明する不妊・去勢手術前後の写真 

 申請書を審査した後、「川越市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術交付決定通知書」

または「川越市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術不交付決定通知書」を郵送します。 

領収書記載例 

 

領  収  書 

         

 令和 年 月 日 

補助金申請者氏名 様 

            金額           円 

  ただし、例：猫不妊手術代、猫去勢手術代として 

                  

    不妊・去勢手術のみの金額が判別できること     ○○動物病院 

                       獣医師 ○○ ○○ ㊞ 

                       川越市・・・ 

                       ＴＥＬ ＊＊＊－＊＊＊＊ 

④補助金受領 

交付決定通知後に、メス 7,000 円、オス 4,000 円を限度額として申請書に記載

された口座に振り込みます。 

 

５注意事項 

○猫の手術は、必ず協力動物病院で行ってください。協力動物病院以外で受けられた場合、

補助金の交付決定は無効となります。 

○申請に当たっては、当該猫が必ず市内に生息する飼い主のいない猫であることを、申請者

以外の第三者に証明いただきます。 

○申請書に添付していただく手術前後の猫の写真は、同じ猫であること、手術後の猫の耳に

V字カットが入っていることがわかるように特徴をとらえて撮影してください。 

○猫の捕獲や病院に連れて行く際には、人・猫ともに怪我のないよう注意してください。 

○普段おとなしい猫でも、場所が変わると興奮して暴れる場合があります。扉がしっかり閉

まるキャリーケースをガムテープで固定するなど注意して運んでください。 

○麻酔をかけられた猫がすでに手術済みであることが判明した場合でも、耳端のＶ字カッ

トを行い、手術費用はご負担いただきます。 

○「川越市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に対する補助金交付要綱」に違反するなど、

不正な手段により補助金等の交付を受けた場合、補助金の全部又は一部を返還させること

があります。 

〇他の補助金等の交付を受けた又は受けようとする飼い主のいない猫については、本制度

に基づく補助金交付申請を行うことができません。 

 

川越市保健所 食品・環境衛生課 環境衛生担当 

川越市小ケ谷８１７－１ 

電話：049-227-5103（直通） 


